
協会けんぽの健診には費用補助があります…２　退職や扶養解除の際は保険証をご返却ください…３
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平成３１年度算定基礎届等事務説明会のご案内…５　各種届出はお早めにお願いします…６
年金相談・お手続きの際は「予約相談」をご利用ください…７　平成３１年度事業計画案・予算案を承認…８
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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4／社会保険あきた／31年4･5月 社会保険あきた／31年4･5月／5

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

日本年金機構からのお知らせ
 

平成31年度　算定基礎届等事務説明会のご案内

　被保険者が実際に受け取る報酬と標準報酬月額に大きな差が生じないよう、毎年1回、全ての
被保険者について、その年の４月・５月・６月に支払った報酬を届け出ていただくことにより、
標準報酬月額の見直しを行っています。
　その際に提出をしていただく「被保険者報酬月額算定基礎届」等についての事務、労働保険の
年度更新等についての事務及び被扶養者資格の再確認等についての事務の説明会を下記日程で開
催します。
　どの会場でも参加することが出来ますので、事務担当の方はご出席いただきますようお願いし
ます。
　説明会の所要時間は2時間半程を予定しています。なお、事前予約は不要です。

※　『平成３１年度算定基礎届』は、日本年金機構より６月１０日から順次事業主様あて
　　送付します。
※　説明会当日、説明資料として「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」を配布します。

開 催 日

６月１０日（月）

６月　７日（金） １３時３０分

１３時３０分

１３時３０分
　９時３０分

１３時３０分

１３時３０分

１３時３０分

大仙市大曲中央公民館  / ホール
（大仙市大曲日の出町２－６－６０）

大館市民文化会館 / 中ホール
（大館市桜町南４５－１）

秋田テルサ / ホール
（秋田市御所野地蔵田３－１－１）

由利本荘市文化交流館「カダーレ」 / 大ホール
（由利本荘市東町１５）

能代市文化会館  / 大ホール
（能代市追分町４－２６）

秋田ふるさと村 / ドーム劇場
（横手市赤坂字富ケ沢６２－４６）

６月１１日（火）

６月１２日（水）

６月１４日（金）

６月１８日（火）

開始時間会 場（ 所 在 地 ）
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6／社会保険あきた／31年4･5月

日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／31年4･5月／7

年金相談・お手続きの際は

県内年金事務所等のお問い合わせ先および出張相談日程

をご利用ください「予約相談」

0570　05　4890

各種届出はお早めにお願いします

届書を日本年金機構へご提出前に・・・
　　　　届出様式、届書記載内容のチェックをお願いします

届書は「仙台広域事務センター」へ郵送してください
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8／社会保険あきた／31年4･5月 社会保険あきた／31年4･5月／9

秋田県社会保険協会からのお知らせ

退職後の国民年金保険料の免除申請について

Ｑ 　先日、勤めていた会社を退職し、国民年金に加入
します。国民年金には保険料の免除制度があり、失
業した場合には特例があるというようなことを聞い
たのですが、どのような内容でしょうか。

Ａ　　　　勤務先を退職（失業）された揚合は、厚生年金か
　　　ら国民年金への届出を行って保険料を納付するこ

とになりますが、経済的な理由で保険料納付が困難な場

合は、免除制度があります。免除申請をすると前年所得に

基づき審査が行われますが、所得額が基準以上の場合は

承認されないこともあります。

　しかし、退職（失業）の場合は失業特例が適用され、前

年所得が多い場合でも所得にかかわらず免除が受けられ

ます。ただし、世帯主や配偶者がいる方の場合、世帯主や

配偶者の所得審査がありますので本人が失業特例に該当

しても、必ずしも承認されない場合がありますのでご留

意願います。

　そのようなケースでは世帯主や配偶者が所得要件を満

たしているか、または失業等の特例に該当している必要が

あります。

　免除の申請期間が平成30年度分（平成30年７月～平

成31年６月）の場合、審査対象となる前年所得は平成29

年中の所得となります。

　免除申請の手続き先は、住民登録している市役所や町

村役場国民年金担当窓口または年金事務所です。

　失業特例に関する免除申請の際は、次のような添付書

類が必要となります。

・年金手帳

・雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者

　離職者票等の写し

※事業主等で雇用保険に加入されていなかった方や、事

業停止（廃業）等の場合には、別途必要な添付書類があり

ますので、お近くの年金事務所へお問い合わせ願います。

「
秋
田
の
冬
の
風
物
詩
」

〈社会保険事務講習会〉

(1) 広報活動を実施する。
　①広報誌「社会保険あきた」を隔月発行する。
　②社会保険関係の参考図書を配布し、制度の周知
　　を図る。
　③社会保険の事務手続きに関するテキストを配布
　　する。
(2) 社会保険等新任担当者事務説明会及び、年金・
　　健康保険制度別事務説明会を開催する。
(3) 年金シニアライフセミナーを開催する。
(4) 年金相談等について協力連携に努める。
(5) 生活習慣病予防健診・特定健診の受診勧奨につ
　　いての広報を実施する。

(1) 健康管理意識の向上に資するため、事業所等に
　　おいて講習会を実施し従業員の健康づくりをサ
　　ポートする。
(2) 体育活動として各種球技大会等を実施する。
(3) 健康づくり事業等社会保険協会事業に積極的に協
　　力いただいている優良事業所の表彰を実施する。
(4) 健康管理セミナー・ライフセミナーを開催する。

　秋田県社会保険委員会連合会及び各地区社会保険
委員会の活動を支援する。

保険・年金セミナーを開催保険・年金セミナーを開催
　一般財団法人秋田県社会保険協会では、平成30年度事業として
２月に秋田・鷹巣・大曲・本荘地区の４会場において「社会保険
事務講習会」を開催しました。
　今回は、「年金給付の基礎知識」に加え「働き方改革関連法の
重要ポイント」というタイトルで中小企業が求められる対応につ
いて、実例をあげながらのわかりやすい説明で好評でした。

一般財団法人あんし
ん財団

　一般財団法人秋田県社会保険協会理事会・
評議員会が去る３月15日に秋田市内で開催
され、平成31年度事業計画案と収支予算案
が承認されました。主な事業計画は次のとお
りです。

事業計画案・予算案を承認

社会保険関係団体等への活動支援

秋田会場

（一財）秋田県社会保険協会理事会・
評議員会を開催
（一財）秋田県社会保険協会理事会・
評議員会を開催

秋田県社会保険協会からのご案内

一般財団法人　あんしん財団

資料請求・お問い合わせ先

ケガの
補償

安全への
補助

福利厚生の
充実

〒010-0001 秋田市中通 2－4－15
 秋田朝日生命丸島ビル 5F

 TEL 018-884-0255  FAX 018-836-0211

「経営」を守る・支える

事業総合傷害保険

社会保険関係団体等への活動支援
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第182回　予防接種について
　予防接種は、ウイルスや細菌によって引き起こされる病気（感染症）を予防するために、ワクチンを接種す
ることで病気に対する抵抗力（免疫）をつけるものです。しかし、ワクチンを受ける人が多くなり病原体が蔓
延しなくなってくると、今度は刺激の機会が少なくなることで免疫力がだんだん弱くなり、大人になってから
の追加接種が必要となることがあります。流行時期前に予防接種を受けましょう。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（年金全般に関する相談）

年金についての相談やお問い合わせ先

日 月 火 水 木 金 土

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

日 月 火 水 木 金 土

平成31年５月 平成31年６月
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